
所得税などの確定申告は自分で作成してお早めに
確定申告は正しく期限内に……所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は２月16日(木) ～３月
15日(水)です。また、消費税及び地方消費税（個人事業者）の申告と納税は、3月31日（金）ま
でです。申告書はご自分で作成し、お早めに提出してください。なお、申告書は郵便や信書便に
より提出することもできます。
　　確定申告書の用紙や確定申告の書き方の手引き等の関係書類は、役場本庁税務課及び由岐支所
の窓口にも備え付けてあります（2月上旬以降）のでご利用ください。

申告相談会場は「阿南市商工業振興センター」です
　次の期間中、税務署における所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税（地方税を含む。）、
贈与税の確定申告会場になります。

○期間　平成29年２月８日（水）～平成29年３月15日（水）（土・日曜日及び祝日を除く）
　　　　（この期間、阿南税務署庁舎内には申告会場を設けておりません。）

○場所　阿南市富岡町今福寺34－4
　　　　阿南市商工業振興センター２階展示ホール
　　　　（高速バス乗り場　阿南商工会議所の建物）

○受付時間　午前9時～午後4時

申告に来られた方の専用駐車場は案内図のとおりです。駐車可能台数が少ないため、で
きるだけ公共交通機関を利用してください。なお、昨年まで利用していただいた駐車場
は利用できませんのでご注意ください。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について
　税務署へご提出いただく平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバー（個人
番号）の記載が必要であるとともに、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

[本人確認書類の例]　
例１　マイナンバーカード
例２　通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など

確定申告書の発送に代わる「確定申告のお知らせ」の送付について
　平成28年分の確定申告から、次に該当される方には、申告書に代えて、「確定申告のお知らせ」
が送付されることになります。
※「確定申告のお知らせ」とは、確定申告書の「納期限」及び「予定納税額」等の確定申告書の作成
に必要な情報を記載している「はがき又は通知書」です。

○送付物が変更される方
　確定申告書が送付されていた方のうち、平成27年分の「所得税及び復興特別所得税」又は「消
費税及び地方消費税」の確定申告書を次の相談会場で書面により提出された方
● 役場による相談会場
● 税理士会による無料相談会場
● 青色申告会、商工会及び商工会議所による相談会場

国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」の利用について
　「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額などが自動計
算され、消費税及び地方消費税の申告書や所得税及び復興特別所得税の申告書などを作成できる
便利なシステムです。
　また、作成したデータは、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」を利用して送信することが
できるほか、印刷して書面で提出できますので、申告書の作成には、ぜひ、「確定申告書等作成コ
ーナー」をご利用ください。

○確定申告書等作成コーナーに関する情報
　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
○e-Taxに関する情報　国税庁ホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp

振替納税制度のご利用を
　所得税及び復興特別所得税や個人事業者の消費税（地方消費税を含む）の納税の方法に、振替納
税制度があります。この制度を利用すれば、金融機関の預貯金口座から振替によって、納税する
ことができるので、手間が少なくて済みます。新たに振替納税制度を希望される場合は、税務署
又は預貯金先の金融機関に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。

納税は期限内に！
　確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日（水）です。期
限内に納税をお済ませください。また、振替納税を利用している方は、あらかじめ指定された預
貯金口座の残高を確認しておいてください。納期限を過ぎますと、延滞税が必要となりますので、
ご注意ください。

【お問い合せ先】　阿南税務署　☎0884－22－0414
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